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○佐賀市景観条例 

平成２３年１０月６日 

条例第１０号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 景観計画（第８条・第９条） 

第３章 景観法の施行に関する事項等（第１０条―第１６条） 

第４章 景観重要建造物及び景観重要樹木（第１７条―第２０条） 

第５章 表彰及び助成（第２１条・第２２条） 

第６章 佐賀市景観審議会等（第２３条・第２４条） 

第７章 雑則（第２５条） 

附則 

佐賀のまちは、北部の脊振山系、それを源流とする嘉瀬川水系、広大な田園や有明

海、そして、情緒豊かなたたずまいの城下町と市街地などが一体となり、多様で魅力

あるまちを創り出している。 

私たち市民は、この佐賀の自然、歴史、文化等を活かし、より美しく、より快適な

個性あるまちを目指し、さらに、自らが住み、働き、憩う、そして、人間味のある夢

のふくらむまちが育つことを願ってやまない。 

私たち一人ひとりが、郷土に対する誇りと愛着を持ち、市民にとってかけがえのな

い共有の財産である佐賀のまちの景観を、守り、育て、創り、自らの手で魅力あるま

ちを形成していくことを決意し、ここに、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）の

施行に関し必要な事項その他本市の景観の形成に関し必要な事項を定めることによ

り、本市の自然、歴史、文化等を活かし、市民が地域に対する誇りと愛着を持てる

魅力ある地域の形成に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 
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（１） 景観の形成 良好な景観を保全し、育成し、及び創出することをいう。 

（２） 広告物 屋外広告物及びこれを掲出する物件をいう。 

（３） 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち建築

物及び広告物以外のもので規則に定めるものをいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法の例による。 

（市の責務） 

第３条 市は、景観の形成に関する総合的な施策を策定し、これを実施するものとす

る。 

２ 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に

反映されるよう努めなければならない。 

３ 市は、公共施設の整備等を行うに当たっては、景観の形成に先導的役割を果たす

よう努めなければならない。 

４ 市は、景観の形成に関する調査、研究等を行うとともに、景観の形成に関する情

報の提供に努めなければならない。 

５ 市は、景観の形成に関する市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、自らが景観の形成の主体であることを認識し、景観の形成に関する

理解を深め、積極的に景観の形成に努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、積極的に景観の形成に貢献す

るよう努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 

（景観の形成の推進） 

第６条 市、市民及び事業者は、相互に又は全体として連携し、及び協働して景観の

形成の推進を図るものとする。 

（国等に対する要請） 

第７条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが

設立した団体に対し、景観の形成について協力を要請するものとする。 

第２章 景観計画 

（景観計画の策定等） 
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第８条 市長は、景観の形成を総合的に推進するため、景観計画を策定するものとす

る。 

２ 市長は、景観計画を策定しようとするときは、佐賀市景観審議会の意見を聴かな

ければならない。 

３ 前項の規定は、景観計画の変更又は廃止について準用する。 

（景観形成地区） 

第９条 市長は、景観計画区域のうち、特に重点的に景観の形成を図る必要があると

認める地区を景観形成地区として指定することができる。 

２ 市長は、景観形成地区を指定するときは、景観計画において、当該地区ごとに、

法第８条第２項第２号に掲げる事項、同条第３項に規定する方針その他景観の形成

に必要な事項を定めるものとする。 

３ 市長は、景観形成地区を指定しようとするときは、当該地区の住民その他利害関

係者の意見を聴くとともに、佐賀市景観審議会の意見を聴かなければならない。 

（平２４条例８・一部改正） 

第３章 景観法の施行に関する事項等 

（届出を要する行為等） 

第１０条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、景観形成地区内における

次に掲げる行為とする。 

（１） 土石の採取その他の土地の形質の変更 

（２） 木竹の植栽又は伐採 

２ 法第１６条第１項及び第２項に規定する届出に関し必要な事項（届出に必要な図

書を含む。）は、規則で定める。 

（届出等を要しない行為） 

第１１条 法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。 

（１） 景観計画区域（景観形成地区を除く。）内において、法第１６条第１項第

１号及び第２号に掲げる行為のうち、次に掲げる建築物又は工作物（増築又は改

築により次のいずれにも該当しなくなるものを除く。）に係る建築等又は建設等 

ア 高さが１５メートル以下若しくは地階を除く階数が３以下又は延べ面積が５

００平方メートル以下の建築物 

イ 高さ（建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物との合

計の高さ）が１５メートル以下又はその敷地の用に供する土地の面積が２，０
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００平方メートル以下の工作物（ウに掲げる工作物を除く。） 

ウ 幅員が１０メートル以下又は延長が３０メートル以下の橋りょうその他これ

に類する工作物 

（２） 法第１６条第１項第３号に掲げる行為 

（３） 前２号に掲げるもののほか、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で

規則で定めるもの 

（完了届） 

第１２条 法第１６条第１項及び第２項の規定による届出をした者は、当該届出に係

る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なけ

ればならない。 

（勧告に係る手続） 

第１３条 市長は、法第１６条第３項の規定による勧告をしようとする場合において

必要があると認めるときは、佐賀市景観審議会の意見を聴くことができる。 

（公表） 

第１４条 市長は、法第１６条第３項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がな

くこれに従わないときは、その旨、当該勧告を受けた者の氏名及び住所（法人にあ

っては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）その他必要な事項を

公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対

し、意見を述べる等の機会を与えなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による公表をしようとするときは、佐賀市景観審議会の意

見を聴かなければならない。 

（特定届出対象行為） 

第１５条 法第１７条第１項の条例で定める行為は、法第１６条第１項第１号及び第

２号に掲げる行為（同条第７項に掲げる行為を除く。）とする。 

（変更命令等に係る手続） 

第１６条 市長は、法第１７条第１項又は第５項の規定による命令をしようとすると

きは、佐賀市景観審議会の意見を聴かなければならない。 

第４章 景観重要建造物及び景観重要樹木 

（景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等に係る手続） 

第１７条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定しようとするときは、そ
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の所有者（所有者が２人以上いるときは、その全員）の同意を得なければならない。 

２ 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定しようとするときは、佐賀市景

観審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定したときは、その旨を公表しな

ければならない。 

４ 前２項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除について準用す

る。 

（原状回復命令等に係る手続） 

第１８条 市長は、法第２３条第１項（法第３２条第１項において読み替えて準用す

る場合を含む。）の規定による命令をしようとするときは、佐賀市景観審議会の意

見を聴かなければならない。 

（景観重要建造物及び景観重要樹木の管理の方法の基準） 

第１９条 法第２５条第２項の規定により定める景観重要建造物の管理の方法の基準

は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。 

（２） 景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備

の状況を定期的に点検すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために

市長が必要があると認める措置を講ずること。 

２ 法第３３条第２項の規定により定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に

掲げるとおりとする。 

（１） 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の管理を行うこ

と。 

（２） 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講

ずること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために市

長が必要があると認める措置を講ずること。 

（管理に関する命令又は勧告に係る手続） 

第２０条 市長は、法第２６条又は法第３４条の規定による命令をしようとするとき

は、佐賀市景観審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、法第２６条又は法第３４条の規定による勧告をしようとする場合におい
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て必要があると認めるときは、佐賀市景観審議会の意見を聴くことができる。 

第５章 表彰及び助成 

（表彰） 

第２１条 市長は、景観の形成に特に寄与していると認められる建築物、工作物、広

告物その他の物件について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができ

る。 

２ 前項に掲げる者のほか、市長は、景観の形成に特に貢献した者を表彰することが

できる。 

（助成） 

第２２条 市長は、景観の形成に特に寄与すると認められる行為をしようとする者に

対し、その行為に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することができる。 

第６章 佐賀市景観審議会等 

（佐賀市景観審議会） 

第２３条 本市における景観の形成の推進、屋外広告物の規制及び緑化推進等（佐賀

市みどりあふれるまちづくり条例（平成２０年佐賀市条例第６号）第１条に規定す

る緑化推進等をいう。）に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議する

ため、佐賀市景観審議会を置く。 

２ 佐賀市景観審議会は、前項の事項について、市長に建議することができる。 

３ 佐賀市景観審議会の組織及び運営その他必要な事項は、規則で定める。 

（令４条例２６・一部改正） 

（専門家の活用等） 

第２４条 市長は、景観の形成に関する専門的知識を有し、かつ、技術的な指導又は

助言を行う専門家を活用する制度の整備その他の景観の形成に必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

第７章 雑則 

（委任） 

第２５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 
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（佐賀市都市景観条例の廃止） 

２ 佐賀市都市景観条例（平成１７年佐賀市条例第１８６号。以下「旧条例」という。）

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に、旧条例の規定により届出

がなされた行為については、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に旧条例第２０条第１項の規定により指定している都市景

観重要建築物等については、なお従前の例による。 

５ この条例の施行の際現に旧条例第１２条第１項の規定により指定している都市景

観形成地区は、施行日に、この条例第９条第１項の規定により景観形成地区として

指定したものとみなす。 

６ この条例の施行の際現に旧条例第２５条第１項の規定により置かれている佐賀市

都市景観審議会（以下「旧審議会」という。）は、施行日に、この条例第２３条第

１項の規定により置かれた佐賀市景観審議会となり、同一性をもって存続するもの

とする。 

７ この条例の施行の際現に旧審議会の委員に委嘱又は任命されている者は、施行日

に、佐賀市景観審議会の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。 

（佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正） 

８ 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例（平成１７年佐賀市条例第４２号）の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（佐賀市屋外広告物条例の一部改正） 

９ 佐賀市屋外広告物条例（平成１９年佐賀市条例第３０号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 

（佐賀市みどりあふれるまちづくり条例の一部改正） 

１０ 佐賀市みどりあふれるまちづくり条例の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（令４条例２６・一部改正） 

附 則（平成２４年３月２７日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（令和４年１２月２０日条例第２６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 


